
障害者基本法（昭和 45 年法律第 84 号）（抄） 

 

（地域社会における共生等） 

第 3 条 第 1 条に規定する社会の実現は、全ての障害者が、障害者でない者と

等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳に

ふさわしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事

項を旨として図られなければならない。 

(1)～(2) 略 

(3) 全て障害者は、可能な限り、言語（手話を含む。）その他の意思疎通のた

めの手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利

用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。 

 

（年金等） 

第 15 条 国及び地方公共団体は、障害者の自立及び生活の安定に資するため、

年金、手当等の制度に関し必要な施策を講じなければならない。 

 

（情報の利用におけるバリアフリー化等） 

第 22 条 国及び地方公共団体は、障害者が円滑に情報を取得し及び利用し、そ

の意思を表示し、並びに他人との意思疎通を図ることができるようにするため、

障害者が利用しやすい電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の普

及、電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進、障害者に対

して情報を提供する施設の整備、障害者の意思疎通を仲介する者の養成及び派

遣等が図られるよう必要な施策を講じなければならない。 

2 国及び地方公共団体は、災害その他非常の事態の場合に障害者に対しその安

全を確保するため必要な情報が迅速かつ的確に伝えられるよう必要な施策を

講ずるものとするほか、行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活

用の推進に当たっては、障害者の利用の便宜が図られるよう特に配慮しなけれ

ばならない。 

3 電気通信及び放送その他の情報の提供に係る役務の提供並びに電子計算機

及びその関連装置その他情報通信機器の製造等を行う事業者は、当該役務の提

供又は当該機器の製造等に当たっては、障害者の利用の便宜を図るよう努めな

ければならない。 

 

（相談等） 

第 23 条 国及び地方公共団体は、障害者の意思決定の支援に配慮しつつ、障害

者及びその家族その他の関係者に対する相談業務、成年後見制度その他の障害

者の権利利益の保護等のための施策又は制度が、適切に行われ又は広く利用さ

れるようにしなければならない。 



2 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの各種の相

談に総合的に応ずることができるようにするため、関係機関相互の有機的連携

の下に必要な相談体制の整備を図るとともに、障害者の家族に対し、障害者の

家族が互いに支え合うための活動の支援その他の支援を適切に行うものとす

る。 

 

（経済的負担の軽減） 

第 24 条 国及び地方公共団体は、障害者及び障害者を扶養する者の経済的負担

の軽減を図り、又は障害者の自立の促進を図るため、税制上の措置、公共的施

設の利用料等の減免その他必要な施策を講じなければならない。 


